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地方財政を取り巻く環境が大きく変化し、少子高齢社会の進展に伴う社会保

障費や、老朽化が進む公共施設の改修、そして運動公園及び新庁舎の整備に多

額の財政需要が見込まれる中、より高い予見性の発揮と計画的・安定的な財政

運営が求められていることから、中期的な視点に立って、財政収支や財政指標

の推移を推計することにより、将来にわたる健全な財政運営に資するため、中

期財政計画を策定します。

2019年度から2028年度までの10年間

毎年度、財政指標や財務書類等で決算状況の分析を行うとともに、行財政健

全化計画の進捗確認を行い、その結果を次年度の予算編成に反映させます。

また、決算状況と中期財政計画間で乖離が生じた場合は、計画に沿うよう行

財政健全化計画の取組を強化するなどし、実効性を確保します。

・対象

一般会計

・手法

現時点の地方財政制度を参考に、一定の仮定の下、財政健全化の取組効果

を盛り込み決算ベースで試算

１ 計画の目的等

(1) 目的

(2) 計画期間

(3) 計画の対象と手法

(4) 実効性の確保

(5) 計画の見直し

経済情勢や財政制度など、地方を取り巻く環境が大きく変化した場合には、

計画の見直しを行います。
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【歳入】

市税
　総合計画及び人口ビジョンの将来人口推計を参考に、人口増減や地価動向、
宅地分譲等開発の状況のほか、財政健全化の取組効果を反映させて推計しまし
た。

 譲与税・交付金 　過去の実績を考慮して推計しました。

地方交付税 　市税収入、合併優遇措置の段階的縮減などを考慮し、推計しました。

国県支出金 　扶助費、投資的経費等の歳出見通し額と過去の実績等から推計しました。

市債
　投資的経費の歳出見通し額により推計。臨時財政対策債は、2018年度決定額
と同額を見込みました。

その他
　使用料及び手数料は、過去の実績を考慮して推計。分担金及び負担金や、財
産収入、寄附金は、過去の実績に財政健全化の取組効果を反映させて推計しま
した。

【歳出】

人件費
　過去の実績に、時間外・休日勤務の抑制などの財政健全化の取組効果を反映
させて推計しました。

扶助費 　決算額の推移、伸び率、今後の人口、年齢構成を考慮し、推計しました。

公債費
　既借入市債の償還分と、今後発行予定の市債の償還分を見込み推計しまし
た。

物件費
　過去の実績に、太陽光発電による電気料削減などの財政健全化の取組効果を
反映させて推計しました。

補助費等
　過去の実績に、公共下水道事業の計画見直しによる財政健全化の取組効果を
反映させて推計しました。

繰出金
　過去の実績、将来予測を考慮の上、法定外繰出金の見直しによる財政健全化
の取組効果を反映させて推計しました。

投資的経費
　公共施設マネジメントの推進費用や、運動公園・新庁舎整備費用のほか、一
定額を見込み推計しました。

その他
　維持補修費、投資及び出資金、貸付金は、過去の実績により、積立金は、過
去の実績と将来予測を考慮の上、財政健全化の取組効果を反映させて推計しま
した。

※その他は、維持補修費、積立金、投資及び出資金、貸付金です。

※譲与税・交付金は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ
場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金です。
※その他は、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金(財政調整基金
及び公共施設等総合管理推進基金を除く。)、諸収入です。

(6) 前提条件 ※計画期間中における財政健全化の取組効果額は、約33.1億円を見込んでおり、

取組内容等の詳細については、「行財政健全化計画2019」に規定します。
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 市税 94.2 94.4 93.2 93.8 94.4 93.5 94.3 94.9 93.6 94.1

 譲与税・交付金 23.7 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5

 地方交付税 77.4 76.4 76.0 76.7 76.2 76.8 78.1 77.7 78.6 78.2

 国県支出金 87.8 87.7 89.8 89.7 88.5 89.2 91.0 91.4 92.0 92.0

 市債 20.8 26.0 41.0 59.1 52.5 27.2 21.9 23.3 22.7 23.1

 その他 25.7 29.5 32.2 33.6 33.6 36.5 35.6 34.7 35.3 34.1

 歳入合計 329.6 338.5 356.7 377.4 369.7 347.7 345.4 346.5 346.7 346.0

 人件費 51.4 51.6 51.3 51.2 51.5 51.6 51.6 51.8 51.8 50.9

 扶助費 99.9 101.2 102.6 104.0 105.4 106.9 108.3 108.5 108.8 109.0

 公債費 31.1 30.4 30.4 30.6 30.5 29.5 29.5 31.1 32.4 32.2

 物件費 44.8 44.0 45.0 45.0 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

 補助費等 27.0 25.7 23.7 24.5 23.5 23.5 22.8 23.1 22.5 22.5

 繰出金 39.5 41.0 42.0 43.4 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9

 投資的経費 34.2 37.9 53.4 71.8 66.3 36.4 30.0 30.0 30.0 30.0

 その他 9.0 10.7 12.0 12.0 12.1 11.1 11.1 11.0 11.0 11.0

 歳出合計 336.9 342.5 360.4 382.5 379.7 349.4 343.7 345.9 346.9 346.0

歳入歳出差引額 △ 7.3 △ 4.0 △ 3.7 △ 5.1△ 10.0 △ 1.7 1.7 0.6 △ 0.2 0.0

基金残高 84.0 80.0 76.3 71.2 61.2 59.5 61.2 61.8 61.6 61.6

2024 2025 2026 2027 2028

参考

年度　　

　　区分
2019 2020

2023

2021 2022 2023

2025
年度　　

202420232022
　　区分

202120202019

【歳入】

2028

（単位：億円）

202820272026

【歳出】

2024 2025 2026 2027
　　区分

年度　　
2019 2020 2021 2022

(1)中期財政計画

２ 中期財政計画

※基金残高は、財政調整基金と公共施設等総合管理推進基金の合算額です。
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　【歳入】

市税

94.2

市税

94.4
市税

93.2

市税

93.8

市税

94.4

市税

93.5

市税

94.3

市税

94.9
市税

93.6

市税

94.1

譲与税等

23.7

譲与税等

24.5
譲与税等

24.5

譲与税等

24.5

譲与税等

24.5
譲与税等

24.5

譲与税等

24.5

譲与税等

24.5
譲与税等

24.5

譲与税等

24.5

地方交付税

77.4

地方交付税

76.4
地方交付税

76.0

地方交付税

76.7

地方交付税

76.2
地方交付税

76.8

地方交付税

78.1

地方交付税

77.7
地方交付税

78.6

地方交付税

78.2

国県支出金

87.8

国県支出金

87.7
国県支出金

89.8

国県支出金

89.7
国県支出金

88.5

国県支出金

89.2

国県支出金

91.0

国県支出金

91.4

国県支出金

92.0

国県支出金

92.0

市債

20.8

市債

26.0

市債

41.0

市債

59.1
市債

52.5 市債

27.2

市債

21.9

市債

23.3

市債

22.7

市債

23.1

その他

25.7

その他

29.5

その他

32.2

その他

33.6 その他

33.6

その他

36.5
その他

35.6

その他

34.7

その他

35.3

その他

34.1

0
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100

150

200

250

300

350

400

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

＜説明＞

市税については、人口増減や宅地開発の状況等を勘案し、横ばいを見込んでいます。

地方交付税については、2019年度で合併算定替による特例加算措置が終了となりますが、

2022年度以降は人口増を反映して年１億円の増額を見込むことなどにより、2025年度以降はお

おむね78億円台で推移する見通しです。

市債については、運動公園及び新庁舎の整備により、2021年度から2023年度にかけ発行額が

急増する見通しですが、2025年度以降は20億円台前半で推移していく予定です。

その他については、ふるさと応援寄附の強化や市有財産の売却、基金の効果的な運用などの

財政健全化の取組効果の発現により、2019年度に対し増額を見込んでいます。

億円

年度

329.6
338.5

356.7

377.4

369.7

347.7 345.4 346.5 346.7 346.0

(2)歳入歳出の推移
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　【歳出】

人件費

51.4

人件費

51.6

人件費

51.3

人件費

51.2

人件費

51.5

人件費

51.6

人件費

51.6

人件費

51.8

人件費

51.8

人件費

50.9

扶助費

99.9

扶助費

101.2

扶助費

102.6

扶助費

104.0

扶助費

105.4

扶助費

106.9

扶助費

108.3

扶助費

108.5

扶助費

108.8
扶助費

109.0

公債費

31.1

公債費

30.4

公債費

30.4

公債費

30.6

公債費

30.5

公債費

29.5

公債費

29.5

公債費

31.1

公債費

32.4
公債費

32.2

物件費

44.8

物件費

44.0

物件費

45.0

物件費

45.0

物件費

45.5

物件費

45.5

物件費

45.5

物件費

45.5

物件費

45.5
物件費

45.5

補助費等

27.0
補助費等

25.7

補助費等

23.7

補助費等

24.5

補助費等

23.5

補助費等

23.5

補助費等

22.8

補助費等

23.1

補助費等

22.5
補助費等

22.5

繰出金

39.5
繰出金

41.0

繰出金

42.0

繰出金

43.4

繰出金

44.9

繰出金

44.9

繰出金

44.9

繰出金

44.9

繰出金

44.9
繰出金

44.9

投資的経費

34.2

投資的経費

37.9

投資的経費

53.4

投資的経費

71.8

投資的経費

66.3 投資的経費

36.4
投資的経費

30.0

投資的経費

30.0

投資的経費

30.0
投資的経費

30.0

その他

9.0

その他

10.7

その他

12.0

その他

12.0
その他

12.1

その他

11.1
その他

11.1

その他

11.0

その他

11.0
その他

11.0

336.9 342.5

360.4

382.5 379.7

349.4 343.7 345.9
346.9 346.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

＜説明＞

人件費については、時間外・休日勤務の抑制や証明書発行窓口の廃止などの財政健全化の取組効果を

盛り込んだ推計となっており、傾向としては、横ばいを見込んでいます。

扶助費については、決算額の推移や伸び率、今後の人口や年齢構成を踏まえ、年々増加する見通しで

す。

公債費については、当分の間は、おおむね30億円から31億円台で推移しますが、2027年度以降は、運

動公園及び新庁舎整備の市債償還が本格的に始まることから、32億円台に増額となる見通しです。

投資的経費については、2021年度から３年間で、運動公園及び新庁舎の本体工事を総額100億円程度

で実施するため、決算額が大幅増となる見通しですが、この大型事業終了後は、30億円で推移していく

計画です。なお、公共施設マネジメント推進費については、第１期アクションプランを反映し、必要額

の全額を確保しています。

億円

年度
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　　①市債残高及び基金残高の推移

　　②健全化判断比率の推移

＜説明＞

実質公債費比率については、直近の決算値(2017年度)より若干悪化するものの、計画期間中は

６％から７％台で推移していく見通しです。この値は、早期健全化基準である25％を下回って

おり、健全財政の範囲内と言えます。

将来負担比率については、運動公園及び新庁舎の整備に伴って、2020年度以降市債残高が徐々

に増えるため、2023年度までは悪化傾向となりますが、それ以降は改善に転じます。なお、ピー

ク時の56.5％でも、早期健全化基準の350％を下回っており、健全財政の範囲内と言えます。

36.4 46.6 52.6 58.0 64.4 73.2 80.8 85.1 89.9 91.3 84.0 80.0 76.3 71.2 61.2 59.5 61.2 61.8 61.6 61.6

375.0
356.7

335.1
312.0

298.8 293.4 295.1 296.8 298.0 296.8 286.5 282.2 292.8
321.4

343.4 341.1 333.5 325.7 316.0 307.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

＜説明＞

市債残高については、2021年度から2023年度にかけて急増しますが、これは運動公園及び新庁

舎の整備に係る合併推進債の発行によるものです。それ以降は、毎年償還を行っていきますの

で、徐々に減少します。

基金残高については、2024年度までは収支不足を補うため減少傾向ですが、その後は財政健全

化の取組効果の現われなどにより、60億円程度を維持できる見通しです。

19.2 18.3 17.2 15.9 14.8 12.1 9.1
6.2 5.5 5.7 6.6 7.1

7.3 7.0 6.9 6.6 6.4 6.4 6.8 7.2

128.8

104.1
93.3

76.8

59.5

42.8

30.2

17.3 13.7
18.2 16.516.3

24.8

37.5

56.5 55.9
50.1

45.3

32.2
26.9

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

基金

市債

将来負担比率

実質公債費比率

年度

％

億

年度

計画値（目標値）実績値(2018は見込値)

計画値（目標値）実績値(2018は見込値)

(3)財政指標等の推移

※基金残高は、財政調整基金と公共施設等総合管理推進基金の合算額です。

6



　用語解説

市税
 地方公共団体が課税することのできる税。市町村民税、固定資産税、軽自動
車税、市町村たばこ税、入湯税など

譲与税・交付金
 国税や県税として徴収されるが、一定の基準により地方公共団体に譲与、交
付されるもの

地方交付税
 どの地域においても標準的な行政サービスを受けられるよう国税（所得税、
法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一部が地方公共団体に交付されるもの

国県支出金  市が行う特定の事業に対して一定の割合で国・県から交付される支出金

市債  道路、公園、学校などの建設事業のための借入金

人件費  市長・職員の給料、議員・各種委員などの報酬

扶助費  高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、生活保護などのために支出する費用

公債費
 地方公共団体が借り入れた市債（借入金）の元金と利子を返済するための費
用

物件費  賃金、旅費、委託料、備品購入費など

補助費等  各種団体、水道事業、下水道事業への補助金・負担金

繰出金  国民健康保険事業、介護保険事業、渡船事業などの特別会計に繰り出す費用

投資的経費  道路、公園、学校などの建設事業に要する費用。工事費や設計委託料など

実質公債費比率
 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方
公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。数値が小さいほど良いとさ
れる。

将来負担比率
 地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その
地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。数値が小さいほど良い
とされる。

財
政
計
画

財
政
指
標

計画期間の前半では、運動公園や新庁舎の整備などに伴い、余裕のない財政

運営が予測されていますが、計画期間の後半では、徐々に改善が見られ、計画

期間の最終年度(2028年度)においては、収支の均衡が図られる見通しです。

今後は、この中期財政計画が本市の財政運営の指針となって、将来への投資

もしっかりと行いながら、いざという時の蓄えも維持する、「発展」と「堅

実」の両立が図られたものとなります。

(4)総括
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